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次の物件について、制限付一般競争入札（郵便入札）により貸付の公募を行います。 

この募集要項をよくお読みいただき、各記載事項を承知のうえ、お申込みください。 

 

１ 貸付物件 
 
 物件 1 

土地 

所 在 地 長崎市賑町２番２の一部① 

公 簿 地 目 宅地 

貸 付 面 積 ５５.８０㎡ 
 
 物件 2 

土地 

所 在 地 長崎市賑町２番２の一部② 

公 簿 地 目 宅地 

貸 付 面 積 ５５．６０㎡ 
 
物件 3 

土地 

所 在 地 長崎市賑町２番２の一部③ 

公 簿 地 目 宅地 

貸 付 面 積 ７９.６９㎡ 
 

※現地説明会は行いませんので、各自で事前に現地確認を行い、納得のうえで入札に

参加してください。 

 

２ 貸付期間等 
 
⑴ 貸付期間は、次のとおりとなります。   

貸付地 貸付期間 

全物件 令和８年４月１日０時から令和９年３月３１日

２４時まで 

⑵ 貸付期間には、使用に当たって必要な整備等に要する期間及び原状回復期間が含まれ

ます。 

⑶ 貸付期間満了時、その後も貸付を行う場合は､改めて入札等により利用者を選定します。 

⑷ 貸付期間中の途中解約は、原則認めません。 

⑸ 長崎市が貸付物件を、公用若しくは公共用に供するために必要とするとき、又は借受

人における貸付の条件に違反する行為があると認めるときは、貸付契約の全部又は一部

を解除又は変更することがあります。 

 

３ 貸付料 
 
⑴ 貸付料は､落札金額に消費税及び地方消費税を加えた金額とします。 

⑵ 貸付料は､契約締結後、長崎市が発行する納入通知書により、指定する期限までに一括

して納入していただきます。 
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４ 入札参加資格・申込方法等 
 

公告文をご確認ください。 

 

５ 用途の指定・制限 
 
⑴ 用途の指定 

貸付物件は、次の用途に限り利用できます。 
 

ア 建物を建築せず、借地権等の権利が発生しないものとし、入札参加申込時に提出し

た土地利用計画において、市有地の利用に適切であると長崎市が認めたものであるこ

と。 

イ 平面的な利用又は一時的な利用であること。（駐車場、資材置場など。） 

⑵ 用途の制限 

次の用途での利用はできません 
 

ア 振動、悪臭及び騒音など、著しく環境を損なう又は他に迷惑を及ぼすと予想される

場合 

イ 政治的用途又は宗教的用途に用いる場合 

ウ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第 2条

第 1 項に該当する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これら

に類する業の用途に用いる場合 

エ 長崎市暴力団排除条例（平成 24 年長崎市条例第 59 号）に規定する暴力団員、暴力

団関係者又はその他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動に用いる場合 

オ 公序良俗に反する用途、その他社会通念上不適切と判断される場合 

カ 建物の建設、又は構造物等（仮設を除く。）の設置を目的とする場合 

キ 廃棄等を目的とする産業廃棄物及び残土等の置場として利用する場合 

ク その他、市有地の利用に適さないと判断される場合 

 

６ 利用に関する注意事項 
 
⑴ 保管義務等 

・土地の利用に当たっては、必要な注意を払い、正常な状態で維持してください。また、

適切な安全管理を行ってください。 

・借受人の責めに帰すべき事由によって土地を毀損したときは、原状に回復し、又はその

損害を賠償していただきます。 

・必要な除草作業及び廃棄物の処分などの維持・管理は、借受人の費用において、責任を

もって行ってください。 

・貸付物件の原状を変更して看板等の工作物を設置する場合は、事前に、長崎市へ申請し

承諾を受ける必要があります。なお、工作物は簡易に取り外せる構造のものに限りま

す。 

・土地の使用に当たっては、隣接地権者等との調整を行ってください。 

・事故又はトラブルが発生した場合は、借受人の費用及び責任において迅速かつ誠実に

対応するとともに、必要に応じ長崎市へ報告を行ってください。 

⑵ 契約の解除 

入札参加時の申込書類等に虚偽の記載があったとき、貸付料を納入通知書により指定

した納期限までに納付しないときなどは、契約を解除することがあります。 

⑶ 返還時の条件 

貸付期間が満了したとき又は契約を解除されたときは、貸付期間満了日又は長崎市が

指定する期日までに、借受人の責任と負担において貸付物件を原状回復し返還してくだ

さい。なお、返還に際しては、事前に長崎市の確認を得てください。 



－ 3 － 

⑷ 法令等の遵守 

貸付物件の使用に当たっては、長崎市有財産規則のほか、適用される法令等がある場

合は、当該法令等を遵守してください。 

 

７ 問い合わせ先 
 

〒850-8685 

長崎市魚の町４番１号（長崎市役所 10階） 

長崎市資産経営課財産管理係 冨永 

電話 095-829-1127 FAX 095-829-1248 

メールアドレス: shisankeiei@city.nagasaki.lg.jp 
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 位置図及び写真  物件１、２、３：賑町２番２の一部①②③ 
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※赤枠は、おおよその敷地範囲を示すもので、実際の土地の形状とは異なります。 


